
スーパーアドバイザーコーチ招聘事業 実施要項 
 

１ 目 的  

競技団体が実施する強化事業に、中央競技団体等より当該競技に高い見識と指導力を持

つ優秀な指導者（スーパーアドバイザーコーチ）を定期的に招き、指導実践や指導者講習

会等を通して、選手の競技力向上、指導者の資質向上を図る。  

 

２ 対 象 

 国民スポーツ大会実施競技で滋賀県競技力向上対策本部が対象と認めた競技団体 

 

３ 期 間  

令和７年４月１日～滋賀国スポ当該競技終了日までとする。 

 

４ 内 容  

（１）事業内容 

（ア）スーパーアドバイザーコーチの派遣  

滋賀県競技力向上対策本部は、競技団体から派遣依頼のあった指導者（スーパーア

ドバイザーコーチ）を審査し、適当と認められる場合は、その指導者に対し派遣依頼

を行う。  

（イ）スーパーアドバイザーコーチによる指導  

競技団体の計画する強化事業（強化練習会、指導者講習会等）に派遣依頼を受けた

スーパーアドバイザーコーチを招聘し指導を実施する。  

（ウ）指導日数  

原則として、年間を通じて複数回招聘し継続的に指導を実施する。   

 

（２）支援内容 

（ア）対象競技団体・種別が実施する（１）の事業において、報償費、交通費、宿泊費、

その他滋賀県競技力向上対策本部が認める経費を補助する。 

 

５ その他 

  補助金の交付は、原則概算払いとする。 

 

付 則 

 この要項は、令和３年４月１日から施行する。 

 この要項は、令和６年４月１日から施行する。 

この要項は、令和７年４月１日から施行する。 

 


